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以 上 

○女性の活躍推進は、企業の競争力向上を通じた企業価値の向上、ひ

いては、日本の経済社会の持続的成長を実現するための成長戦略で

あることについて、経営トップの強いコミットメント、社員への浸

透が重要。 

○女性の活躍推進の主な効果としては、①採用や育成を通じた優秀な

人材の確保、②意思決定や働き方、商品・サービス等のイノベーシ

ョンの促進、環境変化への対応力の向上、③経済指標の改善、景気

浮揚、市場創出・拡大などの日本の経済社会の持続的成長が挙げら

れる。 

 

 

１．継続就労 

○男女雇用機会均等法の施行により、多くの企業で女性総合職が誕生し
たが、当時は育児をしながら女性が働き続けるのは困難な状況。その
後、多くの企業で両立支援制度とその利用環境が整えられたため、女

性社員の継続就労は改善傾向。 
○保育サービスについて、待機児童問題の解消、多様な保育ニーズへの
対応、学童保育の充実といった課題が存在。また、本人または配偶者
の転勤は家事・育児同様に継続就労の障害となりうる課題。 

 
２．役員・管理職登用 

○女性の役員・管理職登用は依然進んでおらず、国際比較においても

大きな遅れ。 

○女性の役員・管理職登用が進まない理由として、女性社員の低いキ

ャリア意識、遅れがちとなるキャリア形成に加え、管理職層の意

識・マネジメント、長時間労働の慣行など複合的な要因が存在。 

３．男女の固定的役割分担意識 

○「男性は仕事、女性は家庭」という固定的役割分担意識は、長時間

労働の慣行や、仕事・家庭に対する男女の意識の背景的要因。 

〇男性の働き方、家庭へのかかわり方を見直すことが必要。また、就

業前の教育段階から、男女にかかわらず、対等に能力を発揮して働

くことは当然であるという職業観の形成が必要。 

Ⅰ 女性活躍の意義と効果 

 

Ⅱ 女性活躍の現状と課題 

 

４．理工系女性人材の育成 

○大学において理工系の学部を専攻する女子学生は少なく、製造業の

多くは、理工系の女子学生に高いニーズを感じているものの、採用

につながらない。 

〇理工系に対するネガティブなイメージ・先入観や理工系のキャリア

に対する理解不足が存在。 

Ⅲ 女性活躍の加速化に向けた今後の取り組み 

 

経団連が進める５つのアクション・プラン 

 
１．企業による自主行動計画の策定・公表（企業） 
企業が女性の活躍推進に向けた具体的な行動計画を策定し、公表するこ
とは大きな効果。ただし、各企業がそれぞれの状況を踏まえ、自主的か
つ積極的に策定・公表することが望ましい。 

２．キャリア意識の向上（企業） 
キャリア研修の充実、女性社員が置かれている状況に応じた多様なロー
ルモデルの提示、同世代の女性同士のネットワークの構築などが有効。 

３．キャリア形成支援（企業） 
出産・育児によりキャリア形成の機会を逸しないよう、昇格時の査定対
象期間からの産休・育休期間の除外、キャリア形成機会の積極的な付
与、社外での人的ネットワーク構築の機会の提供などの工夫が必要。 

４．管理職層の意識・マネジメント改革（企業） 
ダイバーシティ・マネジメントの必要性や女性社員特有の行動傾向を踏
まえたコミュニケーションやマネジメント、育成のあり方について、継
続的に啓発を行うことが必要。 

５．働き方の見直し（企業・政府） 
決められた時間内で業務を完結する働き方に改めると同時に、そうした
働き方が評価されるよう評価軸を変えることで、長時間労働の慣行を是
正することが重要。また、在宅勤務制度や裁量労働の活用に向けた環境
整備を早期に実現すべき。さらに、男性の育児休暇の取得を推進するな
どして、男性の家事・育児参加を進めていくことが必要。 

６．経済社会環境を踏まえたキャリア教育の充実（企業・政府・大学） 
企業や大学との緊密な連携を図りつつ、男女問わず、就業前の教育段階か
ら、継続就労を前提とした具体的なライフプラン、キャリアプランを描く
ことができるようにキャリア教育を充実させるべき。 

７．働き方に中立的な税・社会保障制度のあり方の検討（政府） 
配偶者控除・配偶者特別控除や国民年金の第３号被保険者制度などについ
て、男女の固定的役割分担意識を払しょくする象徴的意味からも、女性の
働き方に中立的な税・社会保障制度のあり方への検討に着手すべき。 

８．待機児童の解消に向けた一層の取り組み（政府） 
「待機児童解消加速化対策プラン」の着実な実行により、2017年度まで
の 40万人の待機児童解消を前倒しで実現すべき。また、地域住民の保育
環境の特性をふまえ、夜間保育、休日保育などの多様な保育および学童
保育をさらに充実すべき。 

９．理工系女性人材に関する取り組み（企業・政府・大学） 
政府は産業界や大学等と連携のうえで、小・中・高校教育のカリキュラム
に、①科学技術と社会の密接な結びつき、②理工系のキャリアに関する正
しい情報を盛り込むべき。これらの実践にあたり、親や教師も対象に含め
ることが重要。 

２．女性管理職候補が社外で研鑽を積み、人

的ネットワークを構築する機会を提供す

るために、会員企業と内容を検討したう

えで、女性管理職養成講座を開講。 

 

５．産官学が連携のもと、企業で活躍する理

工系女性社員の紹介パンフレットの作成

や複数企業をつないでの大規模なイベン

トを実施。 

 

４．就業前のキャリア教育の充実のため、企業

人を学校へ派遣するなどして貢献。 

 

３．会員企業の管理職を対象に、女性活躍の

必要性を再認識し、女性を含め誰もが能

力を発揮できるマネジメントのあり方に

ついて考える「ダイバーシティ・マネジ

メントセミナー」を定期的に開催。 

 

１．会員企業により開示された女性の役員・管

理職登用に関する自主行動計画を、経団

連ウェブサイト上に公開。 

 


